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告 示■

◎群馬県告示第１７２号

令和元年台風第１９号に伴う災害について、次のとおり災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）を適用した。

令和元年１０月１８日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 法適用日 令和元年１０月１２日

２ 適用地域 伊勢崎市、榛東村、玉村町、大泉町

◎群馬県告示第１７３号

令和元年台風第１９号に伴う災害について、災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）第１３条第１項の規定に

より、群馬県知事の権限に属する救助の実施に関する事務の一部を令和元年１０月１２日から伊勢崎市長、榛東村

長、玉村町長、大泉町長（計４市町村長）が行うこととした。

令和元年１０月１８日

群馬県知事 山 本 一 太
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